
   
 

 
 

水素エネルギーの利活用拡大に向け 
川崎市・大田区・東京都による連携協定を締結しました 

  
この度、川崎市（市長 福田 紀彦）と大田区（区長 鈴木 晶雅）、東京都（知事 小池 百

合子）の三者は、産業競争力の維持・強化、エネルギーの安定供給及びカーボンニュートラルの実

現に有効な手段である水素等について、三者が連携・協力して利活用拡大することを目的とし、

本日、協定を締結しました。 

今後、空港臨海エリアにおける水素等の供給体制の構築や需要の拡大等について三者で連携し

て推進し、首都圏ひいては日本のカーボンニュートラル化に貢献してまいります。 

 

記 

 

１ 締 結 日  令和５年６月１日（木） 

 

 ２ 場   所  コングレスクエア羽田ルーム１（東京都大田区羽田空港１－１－４ 羽田

イノベーションシティ ゾーンＪ） 

 

３ 協定締結者  川 崎 市 長 福田 紀彦 

         大 田 区 長 鈴木 晶雅 

         東京都知事 小池 百合子 

 

４ 協 定 内 容 

（１）水素等のパイプラインを含めた供給体制の構築に関すること。 

（２）水素等の需要の拡大に関すること。  

（３）これらに資する調査等の実施、水素利活用の広報・普及啓発に関すること。 

  

三者連携による水素等の利活用拡大のイメージ 

 

 

 

  

令和５年６月１日 

川 崎 市 

大 田 区 
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５ 締結式の様子 

  
締結式フォトセッション         羽田イノベーションシティ スカイデッキ 

 

６ 協定締結を受けた各自治体からのコメント（要旨） 

（１）福田 紀彦 川崎市長 

    本市では、川崎臨海部における水素等のカーボンニュートラルなエネルギーの供給拠点の形

成を目指しているが、需要と供給は両輪であり、需要の拡大には周辺地域との連携が必要不可

欠です。今回の協定締結により、３者での連携と検討を深めていくことで、首都圏のカーボンニ

ュートラル化に貢献できるものと確信しています。 

 （２）鈴木 晶雅 大田区長 

    これまでも水素等次世代エネルギーの利活用について様々な取組を進めてきた三者が、

本日締結した協定を通してさらに強固に連携することとなります。今や世界的な潮流にな

りつつあるカーボンニュートラルの実現に向け、この三者の取組を空港臨海エリアから広

く発信できるよう、着実に進めていきます。 

 （３）小池 百合子 東京都知事 

    都はモビリティ分野から水素利用拡大に取り組んできましたが、幅広い分野で本格的な

水素の普及を進める上では、自治体同士が需要・供給面でそれぞれの強みを生かして連携

することが効果的です。この協定に基づき、今後、三者で検討会を立上げて議論し、パイプ

ラインを含めた水素供給体制の構築や水素需要の拡大に向け、しっかり連携していきます。 

 

 

 

  

【問合せ先】 

川崎市 臨海部国際戦略本部 成長戦略推進部 江﨑 

電 話：044-200-2095 

メール：59seisen@city.kawasaki.jp 

大田区 企画経営部 企画課 鈴木 

電 話：03-5744-1121 

メール：kikaku@city.ota.tokyo.jp 

東京都 産業労働局産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 池上 

電 話：03-5388-3522 

メール：S0291503@section.metro.tokyo.jp 



空港臨海エリアにおける水素等の次世代エネルギーの利活用拡大に向けた連携協定書 

 

 

川崎市、大田区及び東京都（以下「三者」という。）は、空港臨海エリア（以下「エリア」とい

う。）における水素等の次世代エネルギー（以下「水素等」という。）の利活用拡大に向けた取組に

ついて、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、産業競争力の維持・強化、エネルギーの安定供給及びカーボンニュートラルの実

現に有効な手段である水素等について、三者が連携・協力して利活用拡大に向けた取組を実施する

に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 

  

（連携事項） 

第２条 三者は、前条に掲げる目的を達成するため、エリアにおける次の事項について連携・協力し

て実施する。 

(１) 水素等のパイプラインを含めた供給体制の構築に関すること。 

(２) 水素等の需要の拡大に関すること。 

(３) 前２号に資する調査等の実施及び水素利活用の広報・普及啓発に関すること。 

(４) その他、前条の目的達成のために必要な事項に関すること。 

２ 前項各号に定める事項に係る役割分担等の詳細は、三者で協議の上、別途定めるものとする。 

 

（第三者との関係） 

第３条 三者のいずれかは、本協定とは別に、第三者との間で本協定と同様の取組を行うことができ

る。 

 

（協定の変更及び解除） 

第４条 三者のいずれかが、本協定の変更又は解除を申し出たときは、その都度協議の上、別途書面

にて合意することにより、これを行うものとする。 

 

（秘密保持） 

第５条 三者は、連携事項の検討及び実施により知り得た相手方（以下「開示者」という。）の秘密

情報（開示者が秘密である旨を明示して開示した情報をいう。）を、法令の定めによる場合を除

き、開示者の書面による事前承諾なしに、第三者に開示・漏洩又は本協定に定める以外の目的のた

めに使用してはならない。 

 



 

 

（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、締結日から令和13年３月31日までとする。 

 

（協議事項） 

第７条 本協定について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、三者は誠意

をもって協議の上、これを解決するものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書３通を作成し、三者がそれぞれ署名のうえ、各自その１通を保

有する。 

 

 

令和５年６月１日 

 

 

 

 

川崎市長            大田区長            東京都知事             

福田 紀彦          鈴木 晶雅          小池 百合子 

 


